


（創業支援資金については別途7ページを参照してください）

　①　品川区内に住所を有すること

　　　　　　法人：品川区内に本社所在地または事業所（注1）を有すること

　　　　　　個人：品川区内に住民票上の住所または事業所（注1）を有すること

　②　引き続き同一事業を１年以上営んでいること（注2）

　③　東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

　④　許可、認可、届出、資格・免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること

　⑤　税金を滞納していないこと（注3）

　　　　　法人：品川区内に本社所在地を有しない場合は、品川区内の事業所に係る法人都民税を納税している、

　　　　　　　　または納税する予定（注4）であること

　　　　　個人：品川区内に住民票上の住所を有しない場合は、品川区内の事業所に係る住民税を納税していること

　⑥　下表の事業規模に該当すること

・法人の場合は資本金か従業員の
　いずれかが該当すること
・個人の場合は従業員のみ該当す
　ること
・LLP（有限責任事業組合）等は
　事業の内容にかかわらず対象と
　なりません。

（注1）不動産賃貸業の場合、賃貸物件だけでは事業所とみなしません。

（注2）他区市町村から品川区へ移転された場合、通算されます。また、休眠会社はご利用いただけません。

（注3）分納は未納とみなします。

（注4）品川区内に事業所を移転、または、新たに事業所を設けて、まだ申告・納税期限が来ていない場合。

（注5）建設・運輸・不動産・出版・ソフトウェア・情報処理サービス業等を含みます。

（注6）医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人または社団法人を含みます。

（注7）従業員には、家族従業員、役員は含みません。ただしパート・アルバイトは事業の経営上不可欠な人員は従業員に含みます。

（注8）ゴム製品製造業（自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く）は従業員900人以下。

（注9）旅館業は従業員200人以下。

業　　種 

製 造 業 等（注5） 

卸　　　売　　　業 

サ　ー　ビ　ス　業 

小 売 業・飲 食 業  

医療法人等（注6）

資 本 金  

3億円以下 

1億円以下 

5千万円以下

5千万円以下

－

従 業 員（注7）

300人以下（注8） 

100人以下 

100人以下（注9）

50人以下 

300人以下

※対象とならない資金使途

 ・納税のための資金

 ・設備資金で既に支払い済みのもの

 ・個人の資格取得のための資金

 ・法人の設立費用および資本金や増資資金

 ・生活資金など、事業と関係のない資金

 ・借入金の返済　※例外として、区の制度を利用して借換えが可能な場合がございます。詳細はお問い合わせください。

運転資金の例 設備資金の例

商品・材料の仕入れ

人件費の支払い

外注費の支払い

広告宣伝費

機械、車両、什器等の購入

店舗、工場、賃貸物件等の改修・改増築費用

事務所、店舗等の敷金、保証金

ソフトウェアの購入

1.ご利用できる方1.ご利用できる方

2. 資金使途2. 資金使途

※特定非営利活動法人（NPO法人）は、常時使用する従業員数が上記に該当していればご利用いただけます。
　ただし、政令特例業種の規模要件は適用されません。



申　込　者

金融機関品川区
商業・ものづくり課

東京信用保証協会
⑧実行可否報告 ⑤保証依頼
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東京信用保証協会の保証付で融資が実行された場合、申込者は東京信用保証協会に信用保証料を支払います。

区の融資制度を利用されている申込者には、区が信用保証料の全部または一部を補助します。紹介状発行時に

「信用保証料補助制度のご案内」をお渡しいたしますので、必要事項を記入の上、取扱金融機関へ提出して

ください。後日、区から申込者の指定口座へ直接振り込みます。

　【注意】資金使途に旧債務の借換えを含む場合は、補助対象外となります。

東京信用保証協会とは
中小企業が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、保証人となって借
入れを容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する公的機関です。

3. 融資あっ旋利用の流れ3. 融資あっ旋利用の流れ




